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【諦願権の尊重】◆【法令遵守の徹底】e【業務上の配鶴の排除】を求める請願
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氏 名
連絡先

紹介議員

酒井 泉

1.講願機の尊重

日本国憲法第 16条で保障され、基本的人権のひとつである識願機が、つく1齢でも、
圏・都道府県。他市区町村と同じく、最大限尊重されることを要望する。
やつくば市議会として、請願機の導菫を重重立れ廻曳塾理趣赳愛国L

2.法令趣守の徹底
行政平畿関である、つくば市役所において、そのH脱員が法令遵守することは、日本国憲法・

地方自治法・地方公務員法1を引くまでもなく、当然のことである。
しかし、無免許運転職員・窃盗犯叩∫え員・生活保護の不正を指示した管理職等の具体例を

挙げるまでもなく、つくば市では残念ながらその意識が浸透できていない現状がある。
⇒つくt試市議会として、つくば市役所に対して、法令遵守の徹底を求める意見盛をおl瀬い

します。

3.業務上の虚偽の排除
2と同じく、地方公務員法第 33条じ市Httl員懲戒処分指針等を引くまでもなく、公務員で
ある、つくt試市職員が業油上脱偽を用いるようなことイよ本来あつてはならないはずである。

しかし残念ながら、茨城県による生活保護法施行事務監査で虚偽報告を指示した管理釉

や、その指示に従い虚偽公文書を作成し監査当日に国顕て``虚偽説明をした職長、さら|こは

存在しない文見則が存在すると言つてしまう議会局職員がいるのが今のつくt誤市役所である。
「自ら考え行動できる主体的な職員Jも、そのベクトルを駅っては、市民の益にはなりえない。
⇒つ軸 会と立亀置Ц選盤幽麹曖Щ速と匙逸迦幽翅鯉鈍幽鋤畑鯉錮盟邁饉星当

I具体的に述べるなら、以下のようなものがあるI                           
｀

憲法 16条2碩「すべて公務員は、全体の学仕者であって、一部の奉仕者ではないJ
地方自治法第1条の2第 1項r地方公共Htttよ、住民の組社の増進を瞬ることを基本として、地数における行政を自主的かつ

総合的に実施する役留llを広く,量うものとする。,
同法第2祭第2項 r普通r也方公共側体は、地昧 渉ける事務及びその他の事務で法律又はこれこ基づく政令により処理するこ

ととされるものを処理する。】同条邦 16r氏「地方公共観I体は、滋令に追反してその半務を処理してはならない。1
地方公湧員法第 30条 rすべて職員は、全体の碁仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、聡務の毬行に当つては、金力
を挙げてこれに専念しなければならないぅJ
同法第 32条 r触氏は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例、地方公共団体の規RU及び女ul方公共団体の機l婦の定め
る規程に従い、ユつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」
Iq法第 33条 r触員は、その1償の借用を鶴つけ、又は職員の撤全体の不名誉となるような行為をしてはならない。J



(請願に至つた背景)

まず初めにこのような論願を出さぎるを得なくなつてしまつたこと、私自身も誠に遺憾であり、

皆様にお詫びしたい。しかし、それほどの現状であるということもどうかご理解いただきたい。

さて、全ての事の発端は、つくば市福祉部における生活保護業務の不正問題(労覇管理上の

間態も含む)である。部内での自浄作用は皆無、総務部管轄の公益通報も機能不金、その結果

現在審査中のものを合わせ計4回の講願
2が出ていることは、市民の広く知るところである。

その請願の内容に関する審査は論願審査特別委員会に委ねるとして、本論願はその「甜願〕と

しての、形式的な部分での取り扱われ方について、その問題点を提起すると共に、その是正改善

を強く要求するものである。(よって、請願7第5号とは分離・独立して扱われるようお解置いする。)

具体的には次のような問題点がある;

A)1字の誤字を「歴史的汚点Jと B乎ぶ
請願6第9号の請願審査特別委員会(令和7年 3月 17日 )において、ある委員が諦願

中の誤字1字を殊更大袈裟に取り,tげ、審議中断までし、
'正
しい日本語Jではないから、

「歴史的な汚点」になる、と評した
3。

舘願の採択・不採択を決める市議会議員からのi公開の場における、このような揚げ足

取りの行き過ぎた発言は、基本的人権である譜願権に対する]単圧ともなり得、委縮効果

を生む。言論の自由としての側面も持つ論願に対する弾圧は、近代国家では許されない

はずである。民主主犠の根幹をも揺るがしかねない暴挙とも言える。

なお、同委員に対し誤字の謝罪と評価への抗議もしたが、無視されたまま
・である。また、

同委員は同委員会中その他本質的撒論には参加していなかったことも中し添えておく。

B)秘密会部分だけ欠席した委員がいる
請願6第9号の請願審査特別委員会(令和6年 12月 18日 )1こおいて、講願者が公益

通報者であることを理由に、請願者の発言部分が秘密会扱いとされたが、非公開を良い

ことにその秘密会部分だけを欠席した委員がいる。

秘密会との委員会決定
4を尊_電するためここでその後員を名指しすることは浮けるが、

同委員は識願者の訴えを開かないまま、不採択(或いは本人の言を借りるならば
『没」)に

一票入れている。結論ありきだつた、と感じざるを得ず、非常に残念である。

請願とは一般人にとつては一世一代の大事である。そこまでして訴えなければならない

思いを持っているから甜願になる。もちろん、各議員にそれぞれの政治信条があることイよ

理解するから、結論に文句はない。しかし初めから船ィ町いてすらもらえなかつたら。市民の

声を聞いてくれない議員、市民と対話をする気がない穂員がつくば市にはまだヽ`ることが

とても悲しい。ここでも論願が形骸化してしまつている現状が如実に表れている。

C)請願7第4号以降(特に請願7第5号)の黒塗りが行き過ぎている
請願7第4号と講願7第 5号を読み比べていただきたい。まず最初に気が付くのが後者

の黒塗り(非公開部分)の多さではないか。

″確l顔6第5号。紹欣6第9号。言碑願7第4号。胡l紙7第5号。
1誤宇についてtよ反省している。ここで改めて謗l卵したい。だが果たして「歴史的な汚点」かは疑Pぃ1を然じ4母ない。なお、この発奮

を受けで陳構も出ている|つくtぷ市生活保嶺霊行政が日本国にとって斑のr膊史的な汚点Jとならないための陳nⅢ (陳梢6第 16丹 )

4繊 で加野 僚羅 輸 線 イ蹴 緞 も献 ¢ 細 た鰍 憩絶 総 緒 鏑 鮮 島 展 途 柁碧鞍概

がより優先されるべきかは、別途棋螢かつ多角的な君横1稔が必要だろう。通報者保潤が他のi面でも徹底できていれlよ、秘密会の

配l点も理解できたが、公溢通報件硝度そのものに多くの問題を抱え、公益逝報がr逆ハラスメント」と町̀ばれてしまうつくIよ市では、

秘密会にする他の意図(市執行部側のメリット)があつたと強く疑わざるを俗ない。法で保金質されるのIよどこまでも通守長者である。

また公益通奪長者イ黒艘の鶴t点からで1よなく、「公養通報者だから維のどんなイ

`1人

1常報を確すかわからないJとの趣召で反対した

委員もいたが、そのような認識は公益通観者1と対する不必要かつ不名誉なレッテル魅りであり、公益逸報者への偶見を助
,長し、

19来的逝報への襲紺効果を摯むため、今後公の場でそのような発密は控えていただけるようお願いしたい。

問題の処工のために公益通報をしたのに、l苫1題は放置されたまま、まさか問題の隠慰に寄与させられたく秘密会)。 いくら抗総

してもし足りないゅ公節鎖国進理咀些逃触Ω盈⊇重塗主れるのだ、という制皮趣豚のア原点に立ち返つていただきたい。



市猟ヨ競会議員の名前が消されていることに驚いていたら5、 なんと市長の名前まで黒塗り

されている。公人も公人ではないか !毬かれている内容も、別にホテルで二人きりで打ち

合わせしたときの会語とかではなく、議会議場での討論内容や記者会見での発言であり、
つくば市民のみならず全人類が知(り得)る内容である。

(請願7第 5号 12買 (脚注49)で、「飩並最戯代に適正だつたとされた事務が現市長

に政然と迭逐翰唾潮薗顕凰色畳五色Jと統める記述があるからだろうか、と勘繰つてしまう

が、実際の理由は何だつたのだろうか。私には他の意図は汲めなかった。)

議会局職員に経緯をT建認した
6ところ、堅ヨ匝堕⊇月二塁嚢皇塑鍵基婆が変ねp融

との説明を'受けた。
その説明を受けて、行政文書開ホ識求を行つたところ、まさか不岡示決定

?となり、その

理由は
'該
当する文書は作成していないためJとあった。

なお、同開示裕改において、「講願の黒盗り(公開・非公開)基準を規定している文書

(法令条例規則内規等全てを含む)」も併せて聞示請求したが、こちらも同じく「該当する

文書は作成していないため(法令条例規則内規等全てを含む)」との回答であつた。

しかし、つくば市ホームページ(HP)を見ていただきたい8;

請願の案内 >岳脅願の趣旨・内容の記載について > 1講願講(必須)の中に
・請願書の内容は、HP等で以下のとおり公表されます。 とあり、その下に
公表事項 と

'停

公表事項 が一覧表で示されている。
非公表事J賃は以下5項目であるi①請願者氏名(団体の場合は代表者名)②請願者
住所(団体の場合tま所在地)のうち、行政区以降 ③甜願者印影 ④諦願者連絡先(電話

番号・電子メエルアドレス)Ω壁の地公滋笠盗童登ないと議長が判断する事項
市公式HPは行政文薔に含まれないのか。市が「作成していない」としたら誰が市公式
HPを作成しているのか。法令規則等金ての文書がないなら市 HPの根拠は何か、等々
疑間は尽きないが(ここでの議会局釉員の駐偽説明も論願事項2・ 31こもつながっている。

詳しくは後述する。)、 審査請求で争うべきものと考え、ここでは深堀りしない。

ここで問題にするのは、一切の明文化された基準がない中、議長判断で自由に非公表

に査遵玉色羞ユこと、について。識長のその無双状態或いは過度の権力が、講l願7第 5号

では、諦願者の意図する内容まで歪め隠してしまうという事態を招いてしまった。

私は何も「請願はすべてありのまま公表しなければならない 1」と訴えているわけでは

ない。「公序良俗に反する」等、社会通念上許容すべき一定の非公開基準は必要と考える

し、議長に一定の裁量が必要であることも理角甲.する。だからこそ、何人にもわかるような、

明文化された基準を求めているし、それこそが法治国家の在り方だと信じている。

以上が、特に諦願事項1の背景である。

練り返しになるが、請願権とは、言論の自由として、そして参政権として、今なお重要な

意味を持つ、基本的人権のひとつである。つくば市が其に、市民と対話し、市民が華せに

安心して暮らせるまちを、市民とともに創っていけるようになるためにも、つくば市議会と

して請願権の尊重を改めて誓っていただきたいと心から願っている。

5鵠隠7第4号では、市議ヽ会納典の名前は,I黒餡りとなつていない。もちろん市長の名前も、である(ただし4号には前市・長は螢B坊
していない)。
6本紺l顕中における市執行部側職と民の発雷について

'よ

、韓かな証拠のあるものであるため、言った言わないの1畿論は遠慮して
いただきたい。必要であれば、現在つくば市役所では「滋舶を鍮曽させていただきますJとアリウンスしているので、市で保管して
いる録青の方で確認セお願いしたい。
?令和3年 (2026年 )1月 13日付け7つくt瀬鶴第464骨行政文書不8齢ぷ決定通知薔(つくt訳市舶会H披長名での発出)。
ちなみに、開示照求内容はr綸解l黒盤りの基準が今年9月から変わつたことがわかる法令等の文樽(内規や庁内コミュ,ニケーシ
ョンツール、さらには1携入とのコミュニケ"ションツール等のやり取りなど金で台む)Jであった。それに対して、作成されていない
という文構はri対規やコミュニケーションツール、更には4犠民とのコミュニケーションツール等のやり取りなど全て含む」とのこと。
8ホーム>組織から探す>1競会局触会総務課>柴渤案内メつくば市綴会>1ぼl顧・陳情の案内>Rttlttlの案I為 (更新R:2025
年 03月 25ロ ペ‐′・ジID15138)



D)「請願者は議会(局)と直接やり取りができない」という存在の不確かなルール
生活保護不正にかかる謂願は、委員からの訂正依頼があつたり、継続審議になつたり、

その割に直前まで日程が決まらなかったりして
9、

甜願者として議会局との連絡を密に行う

.必要があつた。

しかし、議会局職員は「請願者は議会と直接やり取りができないJと説明し、取り合つて

もらえなかった。「直接できなければどうしたらいいのかJと尋ねると、「紹介議員を通じて

やり耳又りをすることになつているJとの回答。「紹介編員がいない論脈員の場合、或いは陳ll鷺

だつたら、どうするのかJと量ねて、弩Aなると、明確な回答はなく、「とにかく紹介議員を通じ

てやり取りをすることになっている」と繰り返すばかりであつた。
「つくば市議会請願条

'1等

を見ても、そのような決まりとよ見当たらないが、何か内規の

ようなものがあるのか」と尋ねると、「内規がある」との国答であつた
10。

そこで前述の行政文書聞示講求と併せて、次の文書について請求を行つたir議会局と

講願者のやり取りは紹介議員を介して行わなければならない」「議会局と講願者は直接や

り取りしてはいけない」と規定されている文書(法令条例共見則内規等金てを含む)。

結果は前述の黒途り基準と同じく「不開示」、理由も同じく「該当する文碧は作成してい

ないため(法令条例規則内共見等全てを含む)Jであった
〕〕
。

つまり、「重襲速盛臣【』瓢≧≧逃型仁型適造整豆登血Ω⊥例回拠興ゑ藁瓜Ω函え
と好`うことになる。

そしてこの問題のさらに根深いところtよ、こ⑪磁偽説盟饉この三闘風だ笠丘盤送生工
、ということである12。

福祉部の生活保護問題で、現在刑事告発もされている、県監査への虚偽公文轡作成

及び口頭での回答も、管理釉からの指示があつての、組織的な問題であつた。それと全く

同じ畑働艶虚偽が議会局でも行われている、ということである。よりによつて、その組織的

問題の是正を訴える講願者に対して、である。

以上が、請願事項2,3を求める経継である。

。そ0)他にも、前述の不通切発言をした一部後員や、秘密会とされたはずの内容セ外部に溺らす((フかも甜ll貴者のすと苫を事実と

は異なるように査出していた)市執行部側の管理職がいたりしたために、その都度抗講もしなければならず、必要な連絡機会は

期えてしまつた。なお後者については地方公務負法の守秘毅務連反疑いで人事漑に7t諮中だが制査の地抄連絡は4か月ない。
Юより具体的には、以下のようなやり取りであつたI(船 =耐宙lttl者、市=議会局聰員〉
甜:何に基づいてますかぬ。
lJ!κttl顆に関しては、紹介議員を介してやるべきというような解釈がありますんで、そこに基づいて…

鮒:何を解イRしているんですか。
市:それは実満縄嬰ですね。

甜:内規みたいなのがあるってことですか。
市:そうですね。
紺:それを解用ミしてるってことは、内親にはそう替とヽてはないけど、そう瀦めるところがあるということですね。
市:そのよう1こ移いているものがありますね。
酷:ん ?解釈ではなくて、基づくものがある、ということですか。
市!ま、'そうですね。ま、その話は前もしたと思うんですけど。
とHこの流れからもわかるように、決してr常う蹟者が誘導して営を得たわけではない。職員が自主的にそのよう1こ発髯している。

'I常
肯願とは、まず日本回無法第 16条で平穏に甜願する権利力章lヽ黒′,正され、舶願を理由とした差別は禁止されている。次に言苗願法
で馘実処理挽務が定められている。そして地方自治法第124条で地方総会への舘願は紹介繊員を必要孝するとある。つくば常
で,よ、つく,飾瀧会甜願条例の他、つくば市絶会会R鶴規負Uに請印1に関する定めがあるが、そのいずオ叡こおいても、紹介罵犠員が
r連絡係」を努めなければならない旨の記職|よ′ふ

iい。
そもそも紹介総員は甜願をr紹介」する総員であつて、それ以上でも以下でもない。共同綿籟若でもなければ、常冑l願者の代弁
をする酪員でも、ましてはlH願者の連絡係では決してない。市民は、自ら選んだ市触金融員が市執行部の独断によってそんな
『雑用」をさせられていることを知っているのだろうか。そして、それを油′すのだろうか。脇会角は「紹介言携氏を脱ろにしないためJ
と説J月するぶ巣たして島 ら力Ⅵ横民の扱い方として適切だろうか。またその結果鮒願徹が洸ろにされているのは留うまでも′よい。
舘願という、ある意味一市民にとっては大きな参政権を行使してみでわかつたことだが、つくt双 1常は市民と対話する姿勢がある
とはとてもぷえない。市からの“方迪行な手ι儒はいざ知らず、「対話Jや「市民の声を,謝く」ということは本当に書手なようだ。
12と紀のrそのd歯は禽守もしたJもその籠拠である。そして実μ′景に紹介t機員を介して伝えられた内容も同様であり、岱Aに伝えたの
はこのl陸貝とは別の管理R横である。また、その中で前述の「黙堕け基準が令和7年9月に変わつた」の話も出ている。つまり、組織
内に側らかのr台ホ」のような想定t,ヨ答が共,右されているのだろう。



E)結びに代えて
最後に、一部推沢1を含む問題点を挙げる。「結局のところ誰が黒塗りを決めているかJ

について。誇願7第4号の受理後、公表が遅かったため確認したところ、「総務部総務課で

黒塗り作業をしている」との回答であつた。前述の行政文轡開示請求で「請願7第4号及

び請願7第5号」の「熟塗り決定過程のわかる文書(ロゴチャット、議員とのチャットツール

等含む)」も開示請求していたが、やはり「文書不存在」を理由に不開示決定であつた。

しかしよく思い出してもらいたい。法的根拠の宥無は未だ不明だとしても、市公式HP

裸鋼 浄剰 辮 :叙餓 螺 燃 盤 臨 鑑 燃黙 精 藉 習 届 跳
文書を一切残さず、どのようにして職員へ黒塗切固駈空亀巌逆掻丞       。
市役所本庁舎6階の議員室から、隣のコミュニティ棟2階の総務部まで出かけて行つて、

1職員のそばにずっとつきっきりで回頭で指示を出していたというのだろうか。その実際を

私は見たわけでもないから工解は知らない。だがその光景を想像してもどうも現実昧が

感じられない。だとすると「文書不存在」が寧実ではない(=虚偽)なのか、それとも黒塗り
の判断は議長がするということ(=市公式 HP)が匙偽なのか。
もしも板に前者だとすると、1ド脅報公開制度そのものを形骸化するような、非常に悪買な

虚偽と言える。存在の有無はどこまでも「文書」の話であつて、誰かの「者卜合の良し悪し1の

話であつてはいけないはずだ。(これは秘密会のr豊論にも通じる議論だ。)

だが反対にもしイ反に後者だとすると、黒塗りの判断|よ納会ではなく、市執行部猥llでして

いることになり、こ元代表制が実質的に形骸化してしまつている(=機能していない)こと
になる。市議会がきちんと独立して機能できていないということは、(一般諭として)首長の

独裁を許してしまう危険性が高い(=抑制と均衡が効かない)とも言え、非常に曲々しき

事態である。しかし残念ながら、そう考えると、生活保護不正問題において第二者による

検証(雲市執行部の監視は本来識会の機能)を求める請願が繰り返し「没」にされたのも

合点がヽヽってしまう。

真相は果たして。つくば市で機能できていないのは、生活保護と公益通報の他に、情報

公開制度なのか、民主主鶉そのものなのか。市議会(委員会)での議論に期待したい
13。

私が求めている3点イよいずれもつくば市の未来に必ず資するものであると信じている。

どうか法を尊重してください。それがきつと誰もが安心して、喜びを持って住み続けられる

つくばになる一番の方法だから。弱者が麗いていかれ、抽象的な言葉や耳あたりの良い

口約束だけが踊る今のままのつくばではいけない。どうか市民のためのつくば市になって

ください1お。

,3これももちろん「市κ横粂はl織能できているJことを前捜tとする稲ではあるが。
11本耐願|ま再びの黒盪けを恐れたため、一部;具体性に欠ける8と述があったかもしれないことを般俊にお能びしたい。
宮輪の自由を抑圧することの留とは、このような余波を生んでしまうところにもある。線り返しになつてしようが、いわゆる鎮縮
効果である。私だから曽繋を変えてでも甜願にしようと思つたが、中には船願そのものを締めてしまう人も少なくないはずだ。
ましてや市B鶴会餞員に紹介だけでなく、その後の連絡係まで組まなければいけないなんて、ハードルが高過ぎる。普通の市民
はそこまで総員を親ろにできないものだ。(さて、ホ榊願Iよどこがどこまで黒込り1こなるんでしょうかね。乞うご期待。)
市役所内で問題恵織を搬起すると

'そ

んなこと言う人、他にいませんよJといろんな部署・から言われたが、正しくは「言える人」が
少ないだけで、r思っている人】は案外少なと`ないのだ。
心
'整

的安全戦という留業がある。つくば市役所内で`もこの考えがどうか渋述し、心理的安全性が高いと心から智える、心理的
安金I也の高い1職場になつて厳しいと願う。耳あたりの良いH丁民の声だけでなく、批半叫的な厳しい声にも、さらには芦なき声にも、
きちんと輝を傾けて寄り添える、そして「市民と対前」のできる、そんな柿・役所であつてほしヽ 9ヽ




